
一般社団法人 山梨県労働基準協会連合会

講 習 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

技能講習 受講代 ﾃｷｽﾄ代等 合計 消費税 税込計

特化･四アルキル鉛作業主任者講習 9-10 9-10 4-5 13-14 3-4 12,000 2,000 14,000 1,400 15,400

有機溶剤作業主任者講習 25-26 6-7 2-3 4-5 19-20 2-3 12,000 2,000 14,000 1,400 15,400

酸欠･硫化水素危険作業主任者講習 21-23 15-17 7-9 18,000 2,100 20,100 2,010 22,110

乾燥設備作業主任者講習 18-19 13,000 1,500 14,500 1,450 15,950

プレス機械作業主任者講習 20-21 13,000 1,400 14,400 1,440 15,840

特別教育

自由研削といしの取替等特別教育 1 14 30 8 8,000 1,300 9,300 930 10,230

特定粉じん作業特別教育 18 8,000 800 8,800 880 9,680

動力プレス金型交換等特別教育（学科） 21 10 9,000 1,000 10,000 1,000 11,000

酸素欠乏危険作業等特別教育 8 8,000 1,300 9,300 930 10,230

産業用ロボット特別教育(学科) 16-17 13,000 1,800 14,800 1,480 16,280

その他教育①

安全管理者選任時研修 19-20 15-16 15,000 4,000 19,000 1,900 20,900

安全衛生推進者養成講習 7-8 24-25 13-14 10,000 3,300 13,300 1,330 14,630

衛生推進者養成講習 11 8,000 1,800 9,800 980 10,780

新入者安全衛生教育 27 8,000 1,600 9,600 960 10,560

職長等教育 16-17 2-3 22-23 28-29 27-28 4-5 14,000 1,400 15,400 1,540 16,940

化学物質管理者講習（専門的講習：製造） 12-13 24,000 2,400 26,400 2,640 29,040

化学物質管理者講習（準ずる講習：取扱） 18 9 9 12,000 2,400 14,400 1,440 15,840

保護具着用管理責任者講習 28 14 27 26 10,000 1,700 11,700 1,170 12,870

その他教育②
第一種衛生管理者 受験準備講習(夏季)３日 16-17 28 19,000 6,800 25,800 2,580 28,380

第一種衛生管理者 受験準備講習(夏季)２日 16-17 16,000 6,800 22,800 2,280 25,080

第一種衛生管理者 模擬試験 28 7,000 0 7,000 700 7,700

第二種衛生管理者 受験準備講習(夏季)３日 29-30 29 18,000 4,900 22,900 2,290 25,190

第二種衛生管理者 受験準備講習(夏季)２日 29-30 14,000 4,900 18,900 1,890 20,790

第二種衛生管理者 模擬試験 29 7,000 0 7,000 700 7,700

第一種衛生管理者 受験準備講習(春季)２日 11-12 16,000 6,800 22,800 2,280 25,080

技能実習養成講習(実習責任者)※ 25 13,200 0 13,200 1,320 14,520

技能実習養成講習(実習指導員)※ 26 12,100 0 12,100 1,210 13,310

技能実習養成講習(生活指導員)※ 27 11,000 0 11,000 1,100 12,100

08.03.01　HP〇

令和８年度 各種講習会実施計画

受講料(税抜) 消費税(10％)

その他教育③（※ 以下の技能実習養成講座は、「全基連」ＨＰからの申込みになります。）

※１　当会では日頃より経費削減に努めて参りましたが、今後の健全な講習会事業を継続する観点から、誠に不本意ではございますが、

　　　令和８年４月１日から　一部の講習会について受講料を改定させていただくこととなりました。皆様方のご理解とご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。

※２　受講料（受講代、テキスト代等）は、令和８年３月1日現在。　諸事情（使用教材の変更、出版社の改定 等）により、年度中でも金額は変わることがございます。

※３　講師、会場の都合により日程を変更することがございます。　また、技能講習及び特別教育以外の講習は受講申込みが少ない場合には、開催を中止することがございます。


